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平
安
・
鎌
倉
時
代
の
「
湯
治
」
と
温
泉
旅
行

曽
　

我
　

良
　

成

は
じ
め
に

　

火
山
と
地
震
が
多
い
と
い
う
厳
し
い
自
然
的
条
件
を
与
え
ら
れ
た
日
本
列
島
に

住
む
我
々
日
本
人
は
、
一
方
で
そ
の
恩
恵
と
も
い
う
べ
き
温
泉
を
昔
か
ら
身
近
な

も
の
と
し
て
利
用
し
て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
代
の
温
泉
は
リ
ゾ
ー
ト
の
た

め
、
癒
し
を
求
め
て
、
あ
る
い
は
観
光
旅
行
の
宿
泊
場
所
と
し
て
の
利
用
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
以
前
は
湯
治
場
と
し
て
自
炊
を
し
な
が
ら
の
長
期
滞
在
の
病
気

や
ケ
ガ
の
治
療
の
た
め
の
場
所
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
目
的
で
温
泉
に
行
く
こ
と
を
「
湯
治
」
と
呼
び
、
温
泉
の
こ

と
を
「
湯
治
場
」
と
呼
ん
で
き
た
（
も
ち
ろ
ん
、
現
在
で
も
自
炊
・
長
期
滞
在
型

の
湯
治
場
は
多
数
存
在
し
て
い
る
）。

　

日
本
人
は
い
つ
か
ら
「
湯
治
」
を
始
め
た
の
か
、
す
で
に
『
風
土
記
』
に
記
述

さ
れ
る
時
代
か
ら
人
々
が
温
泉
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘

）
1
（

さ
れ
、
そ
も
そ
も

長
野
県
の
地
獄
谷
野
猿
公
苑
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
猿
で
さ
え
入
浴
を
す
る
の
で
あ

る
か

）
2
（

ら
、
記
録
に
残
ら
な
い
昔
か
ら
日
本
人
は
温
泉
で
湯
治
を
お
こ
な
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

平
安
時
代
の
記
録
に
も
、
こ
の
「
湯
治
」
と
い
う
言
葉
が
時
折
現
れ
て
く
る
。

し
か
し
、
そ
の
「
湯
治
」
の
言
葉
の
意
味
は
、
現
代
人
の
想
像
す
る
も
の
と
少
し

異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、 『
中
右
記
』
承
徳
二
（
一
〇
九
八
）

年
十
二
月
廿
三
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

次
参
大
殿
〈
綾
小
路
東
洞
院
、
泰
仲
朝
臣
宅
也
〉、
於
中
門
付
職
事
、
大
殿

令
参
斎
院
給
後
只
今
帰
御
也
、
家
清
申
事
由
、
返
報
云
、
雖
可
相
逢
湯
治

間
也
者
、
拝
於
同
処
付
、
惟
信
令
申
北
政
所
、
後
拝
退
出

こ
の
日
、『
中
右
記
』
の
記
主
藤
原
宗
忠
は
大
殿
藤
原
師
実
を
尋
ね
て
滞
在
先
の

高
階
泰
仲
宅
を
訪
れ
た
が
、
結
局
会
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
大

殿
が
「
湯
治
」
の
最
中
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
特
別
な
湯
治

用
の
施
設
が
あ
っ
た
と
い
う
記
録
も
残
っ
て
は
い
な
い
。
当
時
と
し
て
は
一
般
的

な
貴
族
の
邸
宅
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
代
人
の
感
覚
で
は
、
一
般
の
住
居
で

「
湯
治
」
が
行
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
は
理
解
し
に
く
い
出
来
事
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
中
右
記
』
長
治
元
（
一
一
〇
四
）
年
二
月
廿
八
日
条
に
は
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。
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（
二

）

　
　

今
夜
太
上
皇
密
々
御
幸
鳥
羽
殿
、
依
御
湯
治
也
、
暫
不
可
有
還
御
云
々
、

こ
の
夜
、
鳥
羽
上
皇
は
鳥
羽
殿
に
移
動
し
て
、
暫
く
は
戻
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
鳥
羽
上
皇
の
「
湯
治
」
が
そ
こ
で
行
わ
れ
る
か
ら
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
普
通
に
考
え
れ
ば
、
権
力
者
で
あ
る
鳥
羽
上
皇
が
自
分
の
権
力

を
最
大
限
に
発
揮
し
、
離
宮
で
あ
る
鳥
羽
殿
に
温
泉
施
設
を
設
置
し
て
、
そ
の
温

泉
に
入
り
に
行
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
鳥
羽
殿
周
辺
に
現
代
で

い
う
と
こ
ろ
の
温
泉
が
湧
き
出
て
い
た
と
い
う
記
録
は
無
い
し
、
有
馬
温
泉
の
よ

う
な
温
泉
遺
構
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

　

以
上
の
二
例
に
示
し
た
よ
う
、こ
の
頃
、一
般
の
貴
族
の
住
宅
や
鳥
羽
殿
と
い
っ

た
離
宮
で
「
湯
治
」
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
現
代
人

の
想
像
す
る
湯
治
と
は
異
な
っ
た
「
湯
治
」
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

1
、
薬
湯
に
よ
る
湯
治

　

『
殿
暦
』
嘉
承
二（
一
一
〇
七
）年
五
月
廿
八
日
条
に
、

　
　

今
暁
退
出
、
余
口
内
ニ
喰
蛭
、
又
脛
加
湯
治
、
不
出
行
、 

と
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
湯
に
つ
か
る
方
式
で
は
な
く
、
脛
に
湯
を
か
け
る
よ
う
な
も

の
ま
で
当
時
は
「
湯
治
」
と
呼
ん
で
い
る
。『
殿
暦
』
の
記
主
藤
原
忠
実
は
同
月

廿
七
日
条
に

　
　

酉
剋
許
参
内
宿
侍
、
戌
剋
許
下
宿
所
間
、
打
橋
折
天

余
左
脛
突
、

と
あ
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
こ
と
は
不
明
だ
が
、
宿
所
に
戻
る
途
中
で
打
橋
が
折

れ
て
左
の
脛
を
突
い
て
し
ま
っ
て
お
り
、こ
の
た
め
の
治
療
と
し
て
脛
に「
湯
治
」

を
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
「
湯
治
」
は
、
温
泉
場

に
出
か
け
て
い
っ
て
入
浴
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
自
宅
な
ど
で
患
部
に
湯
を

か
け
て
洗
浄
し
た
り
治
療
し
た
り
す
る
も
の
ま
で
を
含
む
広
い
概
念
で
あ
っ
た
。

　

以
下
、
も
う
少
し
詳
し
く
当
時
の
「
湯
治
」
の
様
子
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た

い
。

（
1
）
寛
仁
三
年
の
藤
原
実
資
の
寸
白

　

寛
仁
三（
一
〇
一
九
）年
三
月
十
三
日
、
藤
原
実
資
は
石
清
水
臨
時
祭
に
参
入
し

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
寸
白
が
で
き
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
翌
日
に
か
け
て
治

療
が
行
わ
れ
た
の
で
、
以
下
に
そ
の
記
録
を
示
し
て
お
く
。

　
　

十
三
日

　

今
日
石
清
水
臨
時
祭
、
称
寸
白
発
由
不
參
入
、
背
聊
有
熱
、
招
定
延
令
見
、

　

可
付
雄
黄
又
以
石
充
者
、
即
加
件
治
等
、
令
思
得
傅
支
子

　
　

十
四
日

　

 

忠
明
宿
祢
来
見
所
労
云
如
定
延
言
更
無
殊
者
、
侍
医
相
法
云
、 

更
無
殊
、

以
石
冷
太
猛
治
、
只
以
支
子
汁
可
傅
、
若
和
積
雪
草
汁
可
伝
者 

、 

十
三
日
、
医
師
和
気
定
延
の
指
示
に
よ
り
、
雄
黄

）
3
（

と
石
を
当
て
る
治
療
が
行
わ
れ

た
。
あ
わ
せ
て
支
子
の

）
4
（

汁
も
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た

）
5
（

。
翌
十
四
日
、
当
時
の
医
道

の
中
心
丹
波
忠
明
が
や
っ
て
き
て
診
察
を
受
け
た
が
、
定
延
の
診
察
と
同
じ
見
解

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
侍
医
和
気
相
法
の
指
示
は
、
前
日
行
っ
た
石
を
患
部
に

当
て
る
方
法
は
、
石
の
冷
た
さ
が
「
太
猛
治
」
す
な
わ
ち
非
常
に
激
し
い
方
法
で

あ
る
の
で
、
そ
れ
は
や
め
て
、
た
だ
支
子
汁
だ
け
を
つ
け
る
か
、
そ
れ
に
積
雪

）
6
（

草
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（
三

）

の
汁
を
混
ぜ
た
も
の
を
用
い
る
よ
う
に
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
後
結
局
治
癒
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
廿
四
日
条
に

寸
白
太
難
堪
、
早
旦
加
湯
治
、
次
用

苡
湯 

、
又
加
蓮
葉
治
〈
交
塩
煮
〉

亦
傅
唐
雄
黄

と
あ
る
。
寸
白
が
耐
え
難
い
と
い
う
の
で
、
実
資
は
「
湯
治
」
を
行
っ
た
。
は
じ

め
の
「
湯
」
が
ど
の
よ
う
な
湯
な
の
か
説
明
は
な
い
が
、
十
三
・
十
四
日
の
記
録

か
ら
察
す
る
に
支
子
汁
で
あ
ろ
う
か
。「
次
い
で
」用
い
た
の
は

苡
湯

）
7
（

で
あ
り
、

こ
れ
に
塩
を
交
ぜ
て
煮
た
蓮
葉
を
加
え
た
。
さ
ら
に
患
部
に
は
雄
黄
を
付
け
た
。

（
2
）
治
安
三
年
の
藤
原
実
資
の
ケ
ガ

　

治
安
三（
一
〇
二
三
）年
九
月
三
日
、『
小
右
記
』
記
主
で
あ
る
藤
原
実
資
は
顛

倒
し
、一
寸
ば
か
り
の
傷
を
顔
に
作
っ
て
し
ま
っ
た
。
出
血
も
多
か
っ
た
よ
う
で
、

侍
医
和
気
相
成
を
し
て
治
療
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
四
日
の
相
成
の

診
察
で
は
、
五
，
六
日
で
治
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
傷
跡
は
す
ぐ
に
は
回
復
し

な
い
が
、
必
ず
元
に
戻
る
か
ら
、
大
丈
夫
だ
と
説
明
を
受
け
た
。
ど
の
よ
う
な
治

療
法
を
指
示
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
そ
の
日
の
記
事
に
は
な
い
が
、
八
日
の
記
事

に

面
疵
、
日
者
以
他（
地
）
菘
・
桑
・
蓮
葉
等
三
種
湯
洗
、
亦
着
地
菘
葉
、
今

日
以
柳
湯
相
交
洗

と
あ
る
よ
う
に
、以
後
毎
日
、 

地
菘

）
8
（

・
桑
・
蓮
葉
の
三
種
類
の
湯
で
傷
口
を
洗
い
、

ま
た
、
直
接
、
地
菘
の
葉
を
傷
口
に
貼
り
付
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
こ
の

日
は
特
別
に
柳
湯
で
も
傷
口
を
洗
っ
て
い
る
。
数
日
に
わ
た
る
こ
の
治
療
の
効
果

が
あ
っ
た
の
か
、「
疵
一
寸
余
、
今
日
見
七
分
許
愈
合
歟
」 

と
あ
る
よ
う
に
、
傷

口
の
七
割
程
度
が
「
愈
合
」（
傷
口
が
固
ま
っ
た
こ
と
か
？
）
し
た
よ
う
で
あ
る
。

十
一
日
、
別
の
医
師
丹
波
忠
明
が
や
っ
て
き
た
。
今
で
い
う
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ

ン
で
あ
ろ
う
か
、
と
も
か
く
診
察
を
受
け
た
よ
う
で
、
頬
の
傷
に
つ
い
て
は

　
　

更
不
可
有
疵
、
只
以
柳
并
蓮
葉
湯
等
可
洗

と
い
う
見
た
て
、
つ
ま
り
「
柳
と
蓮
の
葉
の
湯
で
洗
う
と
良
い
、
傷
跡
は
残
ら
な

い
」
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

十
四
日
に
な
る
と
、
頬
が
腫
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
早
速
、
和
気
相
成
が

蓮
の
葉
の
湯
で
治
療
を
行
っ
た
。
ま
た
、
実
資
自
身
の
夢
の
お
告
げ
に
よ
り
「
支

子
汁
」を
も
用
い
て
い
る
。
腫
れ
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
原
因
に
つ
い
て
は
、

　
　

　
　

日
者
蓮
葉
等
湯
頗
温
、
以
彼
等
洗
頬
熱
気
発
由
有
夢
想
、
仍
傅
支
子
、

つ
ま
り
、
毎
日
蓮
葉
の
湯
で
洗
っ
て
い
る
が
、
そ
の
温
度
が
少
し
熱
め
で
あ
る
た

め
に
患
部
が
熱
を
帯
び
て
き
た
の
だ
と
い
う
夢
の
お
告
げ
を
信
じ
、
支
子
汁
を
用

い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
冷
蓮
葉
汁
洗
面
、
尤
有
其
験
」
と
も
あ
り
、
毎
日
の

治
療
に
用
い
て
い
る
蓮
葉
の
湯
も
冷
ま
し
て
用
い
る
こ
と
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。

翌
日
も
同
様
の
治
療
を
行
い
、
少
し
症
状
は
緩
和
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
十
日

条
に
は
、

余
所
労
漸
以
平
減
、
面
疵
今
三
・
四
分
許
未
満
、
至
今
只
以
蓮
葉
湯
冷
毎
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（
四

）

日
両
度
洗
、
傅
蜜
和
鷹
矢
、
侍
医
相
成
朝
臣
不
離
身
丁
寧
療
治
、
寔
雖
家

人
深
竭
勤
節
者
也
、

と
あ
る
。
傷
は
「
三
・
四
分
許
未
満
」
程
度
に
回
復
し
て
き
た
。
こ
の
間
、
蓮
葉

の
湯
冷
ま
し
で
一
日
二
回
傷
口
を
洗
い
「
蜜
」

）
9
（

に
「
鷹
矢
」

）
10
（

を
和
え
た
も
の
を
つ

け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
蜜
」
と
「
鷹
矢
」
を
腫
れ
物
の
跡
に
用
い
る
こ
と
は
「
豌

豆
瘡
滅
瘢
」
と
し
て
天
平
九
（
七
三
七
）
年
の
典
薬
寮
勘
申

）
11
（

に

　
　

以
黄
土
末
塗
上
　

又
鷹
矢
粉
土
于
和
猪
脂
塗
上
（
中
略
）
又
蜜
付
之

と
あ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
方
法
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
間
の
治
療
に
付
き
き
り
で
当
た
っ
た
の
は
和
気
相
成
で
、
実
資
は
そ
の
丁

寧
な
治
療
に
対
し
「
寔
雖
家
人
深
竭
勤
節
者
也
」
と
述
べ
、「
家
人
」
で
あ
る
か

ら
当
然
と
い
う
も
の
の
深
く
感
謝
を
し
て
い
る
。そ
し
て
、
そ
の
二
日
後
に
は「
療

治
有
験
」
と
し
て
馬
を
与
え
て
い
る
。 

傷
そ
の
も
の
は
こ
れ
で
治
癒
し
た
よ
う

だ
が
、
傷
跡
が
気
に
な
っ
た
よ
う
で
、「
桃
核
汁

）
12
（

」
や
「
石
榴
皮
」
を
用
い
て
、

そ
の
回
復
を
図
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
第
一
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
こ
の
よ
う
な
治
療
が
「
湯
治
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
寸
白
の
際
に
は
、
雄
黄
・
支
子
・
積
雪
草
・

苡
・

蓮
葉
な
ど
、
ケ
ガ
の
際
に
は
地
菘
・
桑
・
蓮
葉
・
柳
葉
・
支
子
な
ど
の
薬
湯
に
よ

る
治
療
が
行
わ
れ
て
お
り
、こ
れ
ら
の
薬
湯
を
患
部
に
か
け
る
治
療
を
実
資
は「
湯

治
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
代
で
も
病
気
や
ケ
ガ
の
治
療
に
湯
治
が
行

わ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
現
代
の
よ
う
に
温
泉
に
つ
か
る
湯
治
と
は
異
な
り
、
漢

方
薬
の
湯
を
患
部
に
か
け
る
形
式
の
湯
治
で
あ
り
、
そ
の
熱
が
好
ま
し
く
な
い
と

判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
「
湯
冷
ま
し
」
を
用
い
て
い
た
。
湯
治
と
い
う
と
現

代
人
の
我
々
は
、
温
泉
場
へ
出
か
け
て
い
っ
て
、
そ
の
湯
船
に
つ
か
り
治
療
を
す

る
と
い
う
形
式
を
連
想
し
て
し
ま
う
が
、
こ
の
よ
う
な
薬
湯
で
患
部
を
洗
う
方
法

も
当
時
は
湯
治
と
呼
ば
れ
て
い
た
。こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
新
村
拓
氏
が「
古

代
医
療
に
お
け
る
蛭
食
治
・
針
灸
治
・
湯
治
」
に
お
い
て
、「
薬
湯
を
つ
く
っ
て

そ
れ
を
浴
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
薬
湯
に
て
灌
水
洗
治
す
る
こ
と
も
湯
治
と
称
し

て
い
る
の
で
あ
る
」
と
の
的
確
な
指
摘
を
さ
れ
て
い
る

）
13
（

。

　

第
二
に
当
時
の
上
級
貴
族
は
家
人
な
ど
の
形
で
和
気
相
成
の
よ
う
な
医
師
を
周

囲
に
置
い
て
お
き
、
病
気
や
ケ
ガ
の
際
に
は
、
そ
の
も
の
を
主
治
医
と
し
て
治
療

に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
寸
白
の
際
に
は
和
気
定
延
・
丹
波

忠
明
・
和
気
相
法
、
ケ
ガ
の
際
に
は
和
気
相
成
・
丹
波
忠
明
等
の
複
数
の
医
師
に

診
察
を
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
技
術
を
持
っ
た
官
人
を
家
人
と

し
て
自
分
の
配
下
置
く
こ
と
は
、
技
能
官
人
や
武
士
な
ど
の
例
と
同
様
、
当
時
の

貴
族
に
よ
る
官
人
層
組
織
化
の
典
型
的
方
策
で
あ
る

）
14
（

。
医
師
が
家
人
と
な
っ
て
い

な
い
場
合
や
、
そ
こ
ま
で
の
階
層
で
は
な
い
貴
族
の
場
合
は
、
次
の
記
事
が
参
考

に
な
る
。

　

『
明
月
記
』
寛
喜
三
（
一
二
三
〇
）
年
二
月
一
日
条
に

典
薬
権
助
和
気
貞
行
来
談
、
依
無
医
道
知
音
、
依
賢
寂
年
来
相
知
所
招
引

也
、
良
久
言
談
、
足
腫
属
暖
気
者
、
自
然
平
減
之
由
相
示
之
、  

  

と
あ
る
。
医
道
の
知
音
が
無
い
場
合
は
藤
原
定
家
の
場
合
に
お
け
る
賢
寂
の
よ
う

な
知
人
を
介
し
て
医
師
を
紹
介
し
て
も
ら
う
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
と
、
定
家

は
和
気
貞
行
に
灸
治
を
行
わ
せ
て
い
る
。
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（
五

）

　

第
三
に
、
こ
の
よ
う
な
医
学
的
な
側
面
以
外
に
、
実
資
が
疵
そ
の
も
の
の
治
療

に
加
え
て
、
傷
跡
が
残
る
か
ど
う
か
に
も
気
を
遣
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
儀
式
や

節
会
の
際
の
外
見
の
見
栄
え
を
気
に
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
貴
族

と
容
貌
の
問
題
は
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
は
あ
る
が
、
本
論
で
は
こ
こ
に
深
入
り
は

し
な
い
。

2
、
塩
湯
に
よ
る
湯
治
に
つ
い
て    

　

『
長
秋
記
』
保
延
元
（
一
一
三
五
）
年
七
月
廿
四
日
、
鳥
羽
上
皇
が
蜈む

か

で蚣
に
か

ま
れ
た
時
の
記
事
が
「
上
皇
蜈
蚣
被

御
」
と
し
て
、『
長
秋
記
』
に
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
と
き
の
処
置
を
尋
ね
ら
れ
た
『
長
秋
記
』
の
記
主
源
師
時
は
、
ま
ず

傷
口
か
ら
毒
を
吸
い
出
し
た
後
で
、
次
の
よ
う
な
処
置
を
進
言
し
た
。

　
　

以
薑
熱
可
令
洗
給
、
又
可
令
付
雄
黄
御
、

前
述
し
た
薬
湯
で
患
部
を
洗
う
湯
治
が
こ
こ
で
も
見
ら
れ
る
。「
薑
熱
」
と
は
薑

を
煎
じ
た
熱
い
湯
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か

）
15
（

、
そ
れ
で
洗
っ
た
後
で
雄
黄
を
塗
布

す
る
の
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
医
師
の
丹
波
重
忠
は

　
　

重
忠
申
以
桑
可
令
洗
給
、
以
塩
湯
可
令
洗
給
、
可
令
付
藍
、
可
令
付
麝
香
、

と
述
べ
た
。
患
部
を
ま
ず
桑
の
湯
で
洗
い
、
さ
ら
に
塩
湯
で
洗
っ
た
後
に
、
藍

）
16
（

・

麝
香

）
17
（

を
塗
布
す
る
の
が
よ
い
と
言
っ
た
。

　
　

重
忠
塩
湯
令
可
令
洗
給
、
予
申
、
温
而
可
令
先
洗
給
、
温
吉
由
有
仰
、

医
師
の
治
療
法
の
方
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
塩
湯
で
洗
う
こ
と
に
な
っ

た
よ
う
で
あ
る
が
、
源
師
時
は
「
温
」
め
て
洗
う
こ
と
を
進
言
し
た
と
こ
ろ
、
そ

の
方
が
良
い
と
の
仰
せ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の

は
、
薬
湯
で
洗
う
方
法
と
平
行
し
て
塩
湯
で
洗
う
方
法
が
選
択
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。

　

平
安
時
代
に
は
患
部
に
薬
湯
を
か
け
る
タ
イ
プ
の
湯
治
の
ほ
か
に
、
塩
湯
（
潮

湯
）
と
い
っ
て
、
海
水
を
患
部
に
か
け
る
（
も
し
く
は
浴
び
る
?
）
タ
イ
プ
の
湯

治
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

茨
木
一
成
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

）
18
（

、
万
寿
二
（
一
〇
二
五
）
年
十
一
月

廿
六
日
、
藤
原
頼
通
が
「
塩
湯
治
」
に
向
か
っ
た
記
事
が
『
小
右
記
』
に
あ
る
。

今
日
内
府
向
岡
屋
、
加
塩
湯
治
七
ケ
日
許
云
々
、
従
河
尻
入
小
船
運
維
時

朝
臣
宅
、
近
辺
宅
并
往
還
人
可
取
事
煩
云
々
、

岡
屋
に
あ
っ
た
平
維
時
の
宅
に
河
尻
か
ら
海
水
を
と
り
よ
せ
て
塩
湯
に
よ
る
湯
治

を
行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
茨
木
氏
作
成
の
「
塩
湯
関
係
史
料
」
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
史
料
に
『
小

右
記
』
長
元
元
（
一
〇
二
八
）
年
九
月
十
五
日
が
あ
る
。

右
衛
門
督
実
成
注（
住
）閑
院
西
対
、
而
為
療
腰
病
朔
比
向
河
尻
加
塩
湯
治
、

未
帰
云
々
、
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（
六

）

藤
原
実
成
は
閑
院
の
西
対
に
居
住
し
て
い
る
が
、
九
月
の
初
頭
よ
り
腰
病
気
の
療

養
の
目
的
で
河
尻
に
向
か
い
塩
湯
の
湯
治
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
ま
だ
閑
院
に
は

帰
っ
て
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
湯
治
は
七
日
を
単
位
で
行
わ
れ
る
の

が
当
時
か
ら
の
慣
行
で
あ
り
、
そ
の
二
回
分
の
十
四
日
が
た
っ
て
も
戻
っ
て
こ
な

い
た
め
「
未
帰
云
々
」
と
、『
小
右
記
』
の
記
主
藤
原
実
資
は
そ
の
日
記
に
記
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

先
の
岡
屋
で
の
藤
原
頼
通
の
湯
治
に
つ
い
て
茨
木
氏
は
、「
具
体
的
に
ど
こ
か

体
の
具
合
が
悪
い
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
休
養
の
た
め
」「
換
言
す
れ
ば
娯
楽

的
要
素
を
多
分
に
含
む
」
湯
治
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
示
さ

れ
て
い
な
い
。「
七
ケ
日
」
と
い
う
湯
治
の
期
間
を
き
っ
ち
り
と
守
っ
て
い
る
こ

と
、
塩
湯
治
に
医
師
の
指
導
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る

こ
と
、
そ
の
三
年
後
に
藤
原
実
成
が
「
為
療
腰
病
」
の
為
に
塩
湯
治
を
行
っ
て
い

る
記
事
が
同
じ
『
小
右
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
医
療
的
目
的
が

全
く
無
か
っ
た
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
娯
楽
的
要
素
」
を
全
く
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
後
掲
『
明
月
記
』
寛
喜
三
年
の
「
非
病
只
依
旅
行
之

好
」、「
雖
湯
治
之
名
、
其
本
意
只
為
遊
放
」
と
い
う
よ
う
な
確
実
な
記
述
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
可
能
性
と
し
て
保
留
す
べ
き
も
の
と
し
て
お
き

た
い
。

　

な
お
、
塩
湯
に
よ
る
湯
治
に
か
わ
り
、
十
三
世
紀
に
な
っ
て
多
く
見
ら
れ
る
の

が
召
し
湯
と
か
汲
み
湯
と
呼
ば
れ
る
形
式
に
よ
る
湯
治
で
あ
る
。
北
村
彰
裕
氏
の

研
究
「
中
世
に
お
け
る
温
泉
の
召
し
寄
せ
に
つ
い
て
」

）
19
（

に
よ
れ
ば
、
院
や
貴
族
が

岡
屋
・
宇
治
・
鳥
羽
な
ど
の
地
に
河
尻
な
ど
か
ら
塩
水
を
運
ば
せ
た
り
し
て
い
た

こ
と
、「
す
な
わ
ち
、
汲
み
寄
せ
て
湯
治
を
行
う
文
化
や
上
皇
が
定
期
的
に
湯
治

を
行
う
文
化
は
平
安
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
て
」、
鎌
倉
期
に
な
る
と
召
し
寄
せ

る
対
象
が
河
尻
の
塩
湯
か
ら
有
馬
温
泉
な
ど
の
湯
に
変
わ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。

3
、
湯
治
と
し
て
の
射
水

　

承
徳
二
（
一
〇
九
八
）
年
六
月
六
日
、『
中
右
記
』
の
記
主
藤
原
宗
忠
は
腰
の

下
あ
た
り
に
二
禁
を
見
つ
け
、
医
師
に
診
察
を
受
け
た
。
以
下
は
そ
の
関
連
記
事

で
あ
る
。

六
日
　

未
時
許
腰
下
見
付
二
禁
、
已
驚
退
出
之
後
、
令
見
名
医
之
処
、
頗

以
更
発
、
早
可
射
水
者
、
仍
朝
夕
射
水
、
重
厄
之
歳
有
如
此
所
悩
、

甚
以
所
懼
也
、

　
　

九
日
　

未
申
時
許
小
地
震
、
従
今
日
二
禁
頗
有
減
気
、
仍
時
々
射
水

　
　

十
四
日
　

今
日
依
医
家
説
止
二
禁
射
水
、

名
医
の
指
示
に
従
い
「
射
水
」
を
行
っ
た
結
果
、
九
日
に
は
状
態
が
落
ち
着
い
た

の
で
「
時
々
」
行
い
、
十
四
日
に
は
「
医
家
説
」
に
よ
っ
て
「
射
水
」
に
よ
る
治

療
を
終
え
て
い
る
。

　

こ
れ
以
後
も
、『
中
右
記
』
に
は
二
禁
や
堅
根
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
で
き
も
の
の

治
療
に
灸
治
や
針
と
並
ん
で
「
射
水
」
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る

）
20
（

。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
射
水
」
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
水
は
ど
の
よ
う
な
水
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
玉
葉
』
嘉
応
三
（
一
一
七
一
）
年
二
月
二
四
日
条
に
、

　

定
成
来
、
問
湯
治
事
、
所
労
之
体
、
尚
脚
気
風
病
令
然
歟
、
試
今
一
両
日
、
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）

可
始
水
湯
、
自
来
月
二
三
日
之
　

間
可
浴
潮
湯
云
々
、

と
あ
り
、
湯
治
の
場
合
、「
水
湯
」
と
「
潮
湯
」（
塩
湯
）
の
二
種
類
が
あ
り
、
段

階
を
お
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、『
殿
暦
』
永
久
四

（
一
一
一
六
）
年
九
月
三
日
条
に
、「
此
両
三
日
依
二
禁
止
塩
湯
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
二
禁
な
ど
の
皮
膚
疾
患
の
場
合
に
は
塩
湯
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。『
中
右
記
』
大
治
二
（
一
一
二
七
）
年
四
月
廿
六
日
条
に
は
、

此
十
余
日
右
腰
下
有
堅
根
、
遠
行
之
間
有
更
発
気
、
召
医
師
成
世
令
見
之

処
、
其
熱
頗
大
、
雖
無
恐
、
早
以
蓮
可
射
之
由
所
申
也
、
仍
従
今
夕
射
蓮
、

此
堅
根
出
後
及
十
余
日
也
、

と
あ
る
。「
以
蓮
可
射
」、
す
な
わ
ち
堅
根
の
治
療
に
は
「
蓮
」
を
射
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
蓮
は
前
述
し
た
藤
原
実
資
の
頬
の
ケ
ガ
の
と
き
も
「
地

菘
・
桑
・
蓮
葉
」
の
三
種
類
の
湯
で
患
部
を
洗
っ
て
い
た
事
例
を
紹
介
し
た
が
、

非
常
に
頻
繁
に
こ
の
よ
う
な
治
療
で
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

）
21
（

。

　

『
小
右
記
』
万
寿
（
一
〇
二
七
）
四
年
八
月
十
二
日
条
に
は 

池
蓮
葉
二
百
枚
并
茎
一
束
遣
針
博
士
相
成
朝
臣
許
、
為
令
施
人
々
、
又
百

枚
・
茎
遣
大
舎
人
頭
守
隆
、
為
令
治
長
病
顔
面
、 

と
あ
り
、
実
資
邸
の
池
の
蓮
葉
あ
わ
せ
て
三
百
枚
が
医
療
用
と
し
て
医
師
和
気
相

成
や
病
気
の
知
人
に
と
ど
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
残
り
の
約
七
千
枚
は

「
人
々
薬
料
」
と
し
て
頒
け
ら
れ
て
い
る
（
同
十
三
日
条
）。 

4
、「
遊
放
」
目
的
の
温
泉
旅
行
は
「
浦う

ら

山や
ま

敷し
き

者も
の

也な
り

」

　

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
人
に
と
っ
て
の
温
泉
は
本
論
の
考
察

で
見
て
き
た
よ
う
な
伝
統
的
な
「
湯
治
」
で
は
な
く
、「
癒
し
」
や
保
養
・
リ
ゾ
ー

ト
の
側
面
が
強
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
さ
ら
に
は
観
光
旅
行
の
宿
泊
地
と
し
て
の

利
用
の
場
合
も
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
　

　

こ
の
面
の
研
究
と
し
て
、
海
野
眞
氏
は
温
泉
場
に
出
か
け
て
い
く
タ
イ
プ
の
湯

治
を
「
病
気
治
療
」
と
「
保
養
」
の
二
つ
の
側
面
に
わ
け
、
古
代
以
来
の
「
病
気

治
療
」
の
湯
治
に
対
し
、「
織
豊
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
明
確
に
な
る
保
養
並
び

に
物
見
遊
山
の
湯
治
」
の
前
段
階
を
室
町
後
期
の
湯
治
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
る

）
22
（

。

海
野
氏
の
研
究
通
り
だ
と
す
れ
ば
、「
物
見
遊
山
の
湯
治
」
は
室
町
前
期
以
前
に

は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
、
本
節
で
検

討
を
加
え
た
い
。

　

温
泉
の
利
用
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
牛
山
佳
幸
氏
は
「
信
濃
温
泉
史
に
つ

い
て
の
雑
考―

古
代
中
世
の
筑
摩
湯
の
問
題
を
中
心
に―

」
）
23
（

を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
牛
山
氏
は
「
古
代
律
令
制
下
の
温
泉
に
は
、
遠
近
を
問
わ
ず
国
家
が
現

地
に
施
設
を
設
け
て
官
人
湯
治
に
利
用
さ
れ
た
も
の
と
、
そ
う
で
は
な
い
民
間
で

自
由
に
利
用
で
き
た
も
の
と
の
、
二
形
態
が
あ
っ
た
と
想
定
し
た
方
が
穏
当
」
と

結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
。

　

た
し
か
に
既
に
大
塚
武
夫
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

）
24
（

、
官
人
に
対
し
平
城

京
か
ら
那
須
ま
で
の
湯
治
が
認
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
非
常
に
興
味
深
い
事
実
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
官
人
利
用
の
た
め
民
間
の
自
由
な
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
温
泉

と
位
置
づ
け
た
筑
摩
の
湯
に
つ
い
て
、
牛
山
氏
自
身
が
そ
の
直
後
に
大
意
要
約
さ
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れ
て
い
る
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
「
筑
摩
の
湯
は
多
く
の
人
々
が
利
用
す
る
薬

湯
」
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
牛
山
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
十
一
世
紀
後

半
頃
」
の
温
泉
利
用
で
あ
り
、
律
令
制
下
で
は
自
由
な
利
用
は
制
限
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
律
令
制
以
前
の
温
泉
が
平

林
章
仁
氏
が
指
摘
し

）
25
（

て
い
る
よ
う
に
「
男
女
老
少（
中
略
）日
集
成
市
、
繽
紛
燕
楽

う
」（『
出
雲
国
風
土
記
』
意
宇
郡
忌
部
神
戸
条
）、「
男
女
老
少
、
昼
夜
不
息
、
駱

駅
往
来
」（『
出
雲
国
風
土
記
』
仁
多
郡
条
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

律
令
制
下
だ
け
が
利
用
を
制
限
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
よ
り
は
、『
風
土
記
』
の

時
代
か
ら
十
一
世
紀
後
半
ま
で
官
人
専・

用・

の
温
泉
な
ど
と
い
う
も
の
は
無
か
っ
た

と
考
え
る
方
が
整
合
的
な
自
然
な
理
解
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
は
い
え
、
ま
っ
た
く
貴
族
か
ら
庶
民
ま
で
の
貴
賤
が
混
浴
し
て
い
た
と
も
考

え
に
く
い
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
に
見
え
る
太
宰

府
近
郊
の
「
吹
田
の
湯
」
に
つ
い
て
の
以
下
の
記
述
で
あ
る

）
26
（

。

吹
田
の
湯
の
次
第
は
、
一
官
、
二
寺
、
三
安
楽
寺
、
四
に
四
王
寺
、
五
侍
、

六
膳
夫
、
七
九
八
丈
九
傔
仗
、
十
に
は
国
分
の
武
蔵
寺
、
夜
は
過
去
の
諸

衆
生

途
中
不
明
な
箇
所
も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
入
湯
の
順
番
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
な
い
。
最
初
の
優
先
権
を
「
官
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
各
地
の
温

泉
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
順
番
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
都
か
ら
下
っ
て
き
た
貴

族
や
官
人
は
最
優
先
で
入
湯
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
昼
の
衆
生
と
い

う
べ
き
庶
民
の
順
番
が
見
ら
れ
な
い
が
、
十
番
ま
で
の
優
先
権
を
持
っ
た
人
々
が

終
わ
れ
ば
後
は
庶
民
の
時
間
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う

）
27
（

。

　

さ
ら
に
海
野
眞
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
十
三
世
紀
初
頭
の
有
馬
温
泉

に
は
「
有
馬
湯
屋
」「
上
人
湯
屋
」「
湯
口
屋
」「
仲
国
朝
臣
湯
屋
」「
本
湯
屋
」「
本

湯
屋
東
屋
」
な
ど
の
多
く
の
湯
屋
が
存
在
し
て
い
た

）
28
（

。
こ
の
よ
う
な
施
設
の
利
用

は
当
然
貴
族
や
官
人
を
対
象
と
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
時
代
が

異
な
っ
て
い
る
た
め
、
律
令
制
下
に
お
い
て
も
全
く
同
様
の
施
設
が
あ
っ
た
と
は

い
え
な
い
が
、
し
か
し
官
人
が
湯
治
の
た
め
に
逗
留
す
る
以
上
は
何
ら
か
の
湯
屋

が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
施
設
の
利
用
の
面
に
お
い
て
、
官
人
と

庶
民
は
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
検
討
を
加
え
て
き
た
よ
う
に
、
温
泉
は
『
風
土
記
』
の
時
代
か
ら
鎌
倉
時

代
に
到
る
ま
で
、
一
貫
し
て
身
分
を
超
え
た
人
々
が
利
用
を
し
て
き
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ま
っ
た
く
身
分
に
関
係
な
く
無
制
限
に
自
由
な
湯
治
が
行

わ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
入
浴
の
順
序
や
湯
屋
の
利
用
な
ど
の
面
に
お
い

て
、
貴
族
や
官
人
は
特
権
的
な
利
用
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

海
野
氏
は
、
湯
治
を
「
病
気
治
療
」
と
「
保
養
」
の
二
つ
の
側
面
に
わ
け
、
古

代
以
来
の
「
病
気
治
療
」
の
湯
治
に
対
し
、「
織
豊
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
明
確

に
な
る
保
養
並
び
に
物
見
遊
山
の
湯
治
」
の
前
段
階
を
室
町
後
期
の
湯
治
に
見
い

だ
さ
れ
て
い
る
。

　

で
あ
る
な
ら
、
室
町
前
期
ま
で
の
温
泉
に
物
見
遊
山
の
湯
治
は
本
当
に
見
ら
れ

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
掲
『
風
土
記
』
に
は
、
湯
治
に
き
た
人
々
が
市
を
成
し

楽
し
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
本
来
の
目
的
は
、「
神
湯
」・「
薬
湯
」

と
名
付
け
ら
れ
た
温
泉
へ
の
「
病
気
治
療
」
も
し
く
は
そ
の
つ
い
で
の
「
保
養
」

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、「
物
見
遊
山
」
そ
の
も
の
を
目
的
に
し
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
。

　

鎌
倉
前
期
の
時
代
に
海
野
氏
の
分
類
で
い
う
「
物
見
遊
山
」
に
当
た
る
も
の
が
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見
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。    

　

『
明
月
記
』
寛
喜
三（
一
二
三
一
）年
三
月
三
日
条

相
門
明
後
日
下
向
湯
山
之
由
聞
之
、
今
日
適
延
引
之
由
有
其
聞
云
々
（
非

病
只
依
旅
行
之
好
也
、
宰
相
預
催
、
所
従
皆
入
首
陽
山
云
々
）

　

『
明
月
記
』
寛
喜
三
年
九
月
十
一
日
条

賢
寂
来
、
内
府
今
日
行
例
幣
事
、
追
被
向
水
田
云
々
、
雖
湯
治
之
名
、
其

本
意
只
為
遊
放
云
々
、
和
泉
境（
本
自
有
山
庄
）、
又
可
被
見
葦
屋
、
布
引
、

陬
麻
、
明
石
云
々
、

有
馬
温
泉
へ
の
相
門
の
下
向
に
つ
い
て
藤
原
定
家
は
、「
病
に
非
ず
、
只
旅
行
の

好
み
に
依
る
な
り
」
と
、記
し
て
い
る
。「
病
に
非
ず
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

当
然
こ
れ
は
「
病
気
治
療
」
の
湯
治
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
芦
屋
や
須
磨
・
明
石

ま
で
足
を
伸
ば
し
て
観
光
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
海
野
氏
の
言

う
「
物
見
遊
山
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
九
月
、
し
ば
し
ば
有
馬

か
ら
汲
み
湯
を
し
て
湯
治
が
行
わ
れ
る
吹
田
の
別
邸
に
で
か
け
た
内
大
臣
に
つ
い

て
、
定
家
は
「
湯
治
の
名
、
有
り
と
雖
も
、
そ
の
本
意
は
只
遊
放
な
り
」
と
、
こ

こ
で
も
湯
治
は
口
実
で
真
の
目
的
は
遊
び
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
し
て
い
る
。

　

ま
た
、『
民
経
記
』
寛
喜
三
年
九
月
十
四
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。権

弁
光
俊
朝
臣
、
明
後
日
暁
、
可
下
向
温
泉
云
々
、
其
間
事
等
所
談
話
也
、

浦
山
敷
者
也
、

広
橋
経
光
は
権
弁
四
条
光
俊
が
温
泉
に
下
向
す
る
と
い
う
話
を
聞
き
「
う
ら
や
ま

し
き
も
の
な
り
」
と
日
記
に
書
き
残
し
て
い
る
。
光
俊
に
少
し
で
も
病
気
や
ケ
ガ

の
要
素
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、た
と
え
温
泉
に
行
く
と
い
う
話
を
聞
い
て
も「
気

の
毒
だ
」
と
思
い
こ
そ
す
れ
、「
う
ら
や
ま
し
き
も
の
な
り
」
と
は
感
想
を
洩
ら

さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
遊
び
と
し
て
の
温
泉
行
だ
か
ら
こ
そ
、
経
光
は
羨
ま
し
が
っ

た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
遅
く
と
も
十
三
世
紀
初
頭
に
は
、
病
気
で
も
な
い
の
に
、
湯

治
を
名
目
に
「
遊
放
」

）
29
（

を
目
的
に
し
た
温
泉
旅
行
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
都
に
残
る
人
々
か
ら
は
羨
望
の
ま
な
ざ
し
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
遊
び
の
温
泉
旅
行
が
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
温
泉
湯
屋

に
お
い
て
現
代
の
温
泉
旅
館
に
通
じ
る
宿
泊
・
宴
会
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
が
成
立
し

て
い
た
こ
と
の
傍
証
と
い
え
よ
う
。
牛
山
佳
幸
氏
は
温
泉
を「
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
」

で
あ
っ
た
と
表
現
さ
れ
た

）
30
（

が
、
少
な
く
と
も
、
前
掲
の
『
明
月
記
』・『
民
経
記
』

寛
喜
三
年
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
意
識
で
利
用
し
て
い
た
人
々
も
（
お

そ
ら
く
大
勢
）
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

海
野
氏
は
「
物
見
遊
山
」
の
温
泉
旅
行
を
室
町
時
代
後
期
以
降
と
想
定
さ
れ
た

が
、
全
く
病
気
を
理
由
と
し
な
い
須
磨
・
明
石
観
光
を
組
み
込
ん
だ
有
馬
温
泉
へ

の
湯
治
観
光
旅
行
は
、
少
な
く
と
も
十
三
世
紀
初
頭
に
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
っ
た

）
31
（

。
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〇

）

お
わ
り
に

　

平
安
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
の
時
期
の
「
湯
治
」
と
温
泉
利
用
に
つ
い
て
述
べ
て

き
た
。
新
村
拓
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
「
湯
治
」
は
、
湯
に
つ

か
る
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
薬
湯
や
塩
湯
を
患
部
に
か
け
る
方
式
の
も
の
も

「
湯
治
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

　

ま
た
、
有
馬
温
泉
な
ど
の
温
泉
場
に
出
か
け
て
い
く
「
湯
治
」
も
古
代
か
ら
行

わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
温
泉
場
は
、
都
か
ら
療
養
に
や
っ
て
き
た
官
人
や
地

元
の
官
人
・
僧
侶
、
民
衆
も
利
用
し
て
い
た
。
入
浴
時
間
や
湯
屋
を
区
分
す
る
な

ど
し
て
身
分
に
よ
っ
て
利
用
制
限
が
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

一
方
、
純
粋
な
治
療
あ
る
い
は
治
療
を
兼
ね
た
保
養
と
い
っ
た
温
泉
行
で
は
な

い
、
観
光
旅
行
と
し
て
の
温
泉
行
は
従
来
の
研
究
で
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
周
辺
の
観
光
を
含
ん
だ
観
光
旅
行
（
藤
原
定
家
は
「
遊
放
」
と
呼
ん
だ
）
と

し
て
の
温
泉
の
利
用
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
こ
と
は
、
日
本
の
温

泉
文
化
研
究
上
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。

【
註
】

（
1
）

　

平
林
章
仁
「
古
代
温
泉
利
用
考
」（『
風
土
記
研
究
』
第
七
号
）

（
2
）

　

長
野
県
下
髙
井
郡
山
ノ
内
町http://w

w
w

.jigokudani-yaenkoen.co.jp/fram
eset.

htm
l

（
3
）

　

雄
黄
は
、
江
戸
期
の
著
作
で
は
あ
る
が
、
小
野
蘭
山
の
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
巻
之
五

（「
東
洋
文
庫
」
五
三
一
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
第
一
巻
）
に
、「
ウ
ワ
ウ
　

ヲ
ワ
ウ
」「

冠
雄
黄
ヲ
上
品
と
す
、
俗
名

冠
石
、
古
渡
ニ
ハ
大
塊
ナ
ル
者
ア
リ
、
市
人
呼
テ
人
形

様
ト
ス
、
其
色
赤
ク
シ
テ
臭
気
ナ
ク
明
徹
ナ
リ
」
と
あ
る
。

　
　
　

ま
た
、『
小
右
記
』
長
和
三（
一
〇
一
四
）年
三
月
十
三
日
条
に
は

　

 

資
平
自
内
退
出
云
、
左
府
云
、
累
代
重
物
十
分
之
一
僅
取
出
、
太
歎
息
、
就
中
貴

薬
盡
以
焼
失
、
只
雄
黄
二
升
許
取
出
云
々
、

　
　

と
あ
る
。
そ
の
前
日
の
火
事
が
「
内
蔵
寮
不
動
倉
并
掃
部
寮
」
ま
で
延
焼
に
及
ん
だ
結

果
、
お
そ
ら
く
内
藏
寮
不
動
倉
に
会
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
貴
薬
」
が
ほ
と
ん
ど
焼
失
し

て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
な
か「
雄
黄
二
升
」が
な
ん
と
か
難
を
逃
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

雄
黄
が
「
貴
薬
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
4
）

　

「
支
子
」
は
ク
チ
ナ
シ
（
梔
子
）
の
こ
と
で
、『
倭
名
類
聚
抄
』
十
四
染
色
具
「
梔
子
」

に
「
今
按
医
家
書
等
用
支
子
二
字
（
和
名
久
知
奈
之
）」
と
あ
り
、
医
家
が
薬
と
し
て
と

用
い
る
と
き
に
「
支
子
」
の
字
を
使
用
し
て
い
た
。『
大
和
本
草
』
十
一
草
木
「
黒
炒
ニ

シ
テ
末
シ
酒
ニ
テ
服
ス
熱
心
痛
及
衂
ヲ
止
ム
」
と
薬
効
が
記
さ
れ
て
い
る
（
九
州
大
学

図
書
館
蔵
『
大
和
本
草
』〈
中
村
学
園
電
子
図
書
館
に
よ
る
。〉）。

（
5
）

　

「
傅
」
は
、『
漢
辞
海
』（
三
省
堂
）
の
「
④
付
着
す
る
、
つ
く
・
つ
け
る
・
つ
く
」
に

よ
り
、
薬
を
体
に
塗
布
す
る
な
ど
つ
け
る
行
為
と
理
解
し
て
お
く
。

（
6
）

　

積
雪
草
は
、
ツ
ボ
ク
サ
の
こ
と
で
、『
倭
名
類
聚
抄
』
二
十
草
「
和
名
　

豆
保
久
佐
」、

ま
た
『
輔
仁
本
草
』（『
群
書
類
従
』
雑
部
）「
都
保
久
佐
」
と
あ
る
。
セ
リ
科
の
ハ
ー

ブ
で
、
小
林
製
薬
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
薬
効
と
し
て
は
「
毛
細
血
管
の
血
流
を

増
加
す
る
作
用
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
下
肢
静
脈
瘤
を
改
善
す
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

強
壮
、
抗
炎
症
、
傷
の
治
癒
、
利
尿
、
緩
下
、
鎮
静
な
ど
の
効
果
を
持
つ
」
と
い
う

（http://sukoyaka.kobayashi.co.jp/dictionary/tubokusa.htm
l

）。

（
7
）

　

「

苡
」
は
ヨ
ク
イ
＝
ヨ
ク
イ
ニ
ン
の
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ト
ム
ギ
の
こ
と
。『
倭

名
類
聚
抄
』
二
十
草
に
「

苡
（
億
苡
二
音
）、
一
名
芋
珠
（
和
名
　

豆
之
太
万
）」
と

あ
る
。
ま
た
、『
水
左
記
』
承
暦
元（
一
〇
七
七
）
年
八
月
四
日
条
に
「
典
薬
頭
雅
忠
朝

臣
入
来
（
中
略
）
談
次
主
上
御
□
仍
去
夜
所
参
内
也
、
□

苡
一
二
粒
奉
令
飲
、
是

一
之
方
也
」
と
あ
り
、
症
状
は
わ
か
ら
な
い
が
天
皇
の
た
め
に
「

苡
一
二
粒
」
が
処

方
さ
れ
て
い
る
。
摂
南
大
学
薬
学
部
附
属
薬
用
植
物
園
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、

「
精
白
し
て
種
皮
を
除
い
た
種
子
を
局
方
ヨ
ク
イ
ニ
ン
と
い
い
、
利
尿
、
強
壮
、
イ
ボ

取
り
の
効
果
が
あ
り
ま
す
。
成
分
で
あ
る
脂
肪
酸
エ
ス
テ
ル
の
コ
イ
ク
セ
ノ
ラ
イ
ド
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（
一
一

）

coixenolide

に
は
免
疫
増
強
作
用
や
腫
瘍
抑
制
作
用
」
が
あ
る
と
い
う
（http://w

w
w

.

setsunan.ac.jp/ ~p-yakuso/yakuso-008.htm

）。

（
8
）

　

地
菘
と
は
イ
ヌ
ノ
シ
リ
＝
ヤ
ブ
タ
バ
コ
の
こ
と
。
前
掲
『
輔
仁
本
草
』
の
「
天
名
精
」

に
「
一
名
　

地
菘
」
と
あ
り
、『
色
葉
字
類
抄
』
に
「
地
菘
　

イ
ヌ
ノ
シ
リ
」、『
康
頼
本
草
』

に「
味
鹹
、
主
金
瘡
、和
伊
奴
乃
之
利
、
唐
注
云
、
南
人
无
精
地
菘
、
但
天
名
精
有
高
花
、

地
菘
無
短
花
」
と
あ
る
。「
金
瘡
」
に
効
能
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
と
き
の
疵

の
治
療
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
掲
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
巻
之
十
一
（「
東
洋

文
庫
」
五
三
一
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
第
一
巻
）
に
、

天
名
精
　

イ
ヌ
ノ
シ
リ
古
名
　

イ
ノ
シ
リ
グ
サ
同
上
　

ハ
マ
フ
ク
ラ
和
名
鈔
　

ハ

マ
タ
カ
ナ
同
上
ヤ
ブ
タ
バ
コ
今
名
　

キ
ツ
ネ
ノ
タ
バ
コ
　

イ
ノ
ジ
リ
勢
州
　

ウ
ラ

ジ
ロ
佐
州
　

ハ
イ
グ
サ
播
州
　

多
ク
野
生
ア
リ
。
人
家
ニ
モ
生
ズ
。
初
ハ
地
ニ
就

テ
叢
生
ス
。
烟
草
葉
ニ
似
テ
、
小
ク
、
鋸
歯
、
皺
毛
、
臭
気
ア
リ
、

　
　

と
あ
る
。
平
安
時
代
に
は
薬
草
と
し
て
は
「
天
名
精
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
、『
康

頼
本
草
』「
天
名
精
」
に
「
和
名
波
末
多
加
奈
、一
名
波
末
布
久
良
佐
」、『
倭
名
類
聚
抄
』

「
天
名
精
」
に
「
和
名
波
末
太
加
奈
、
一
云
波
万
不
久
良
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
の
和
名
は

「
ハ
マ
フ
ク
ラ
」
と
い
う
。
な
お
、
引
用
し
た
『
康
頼
本
草
』
は
丹
波
康
頼
の
名
を
冠
し

て
は
い
る
が
平
安
時
代
の
成
立
で
は
な
い
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
医
書
に
つ
い
て
は
、

岡
西
為
人
『
本
草
概
説
』
参
照
。

（
9
）

　

「
蜜
」
が
、「
蜂
蜜
」「
蜜
香
（
木
蜜
香
）」「
石
蜜
」
な
の
か
、
そ
の
他
の
蜜
な
の
か
判

然
と
し
な
い
。

（
10
）

　

「
鷹
矢
」
は
、
前
掲
『
輔
仁
本
草
』
に
は
「
鷹
矢
白
」
と
し
、「
一
名
鵰
、
一
名
隼
、

一
名
青
骸
、
一
名
金
喙
（
已
上
出
兼
名
苑
）
和
名
多
加
乃
久
曽
」
と
あ
り
、「
た
か
の
く

そ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
11
）

　

『
朝
野
群
載
』
巻
第
廿
一
雑
文
上
凶
事
、
天
平
九
年
六
月
　

日
「
典
薬
寮
勘
申
」

（
12
）

　

「
桃
核
」
は
前
掲
『
輔
仁
本
草
』
に
「
和
名
毛
々
」
と
あ
る
。

（
13
）

　

新
村
拓
『
古
代
医
療
官
人
制
の
研
究
』
別
篇

（
14
）

　

上
級
貴
族
が
家
司
な
ど
の
形
で
、
医
師
を
含
め
諸
道
の
芸
の
達
人
を
周
囲
に
置
く
こ

と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
大
夫
史
・
大
外
記
を
周
囲
に
置
く
こ
と
に
つ
い
て
は
拙

稿
「「
或
人
云
」・「
人
伝
云
」・「
風
聞
」
の
世
界

│
九
条
兼
実
の
情
報
ネ
ッ
ト

│
」

（『
年
報
中
世
史
研
究
』
第
二
一
号
）
な
ど
で
述
べ
て
き
た
が
、『
古
今
著
聞
集
』
巻
七
所

収
の
藤
原
道
長
に
仕
え
る
四
人
（
解
脱
寺
僧
正
観
修
・
陰
陽
師
安
倍
晴
明
・
医
師
丹
波

忠
明
・
武
士
源
義
家
）
が
道
長
の
危
機
を
未
然
に
防
い
だ
と
い
う
説
話
（
二
九
五
「
陰

陽
師
安
倍
晴
明
瓜
に
毒
気
あ
る
を
占
ふ
事
」）
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）

　

「
薑
」
は
、
前
掲
『
輔
仁
本
草
』  

に
あ
る
「
乾
薑
」「
和
名
　

久
礼
乃
波
之
加
美
」
の

こ
と
か
。「
生
薑
」
は
内
服
の
用
例
が
多
い
（『
小
右
記
』
正
暦
四（
九
九
三
）年
五
月
廿

四
日
条
、『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
六
年
十
月
三
十
日
条
）。

（
16
）

　

「
藍
」
は
『
輔
仁
本
草
』
の
「
藍
実
」「
和
名
　

阿
為
乃
美
」
の
こ
と
か
、
判
然
と
し

な
い
。

（
17
）

　

「
麝
香
」
は
『
輔
仁
本
草
』
に
は
「
唐
」
と
あ
る
よ
う
に
輸
入
品
で
あ
っ
た
。『
小
右
記
』

治
安
三
年
十
一
月
十
六
日
条
で
は
、「
沈
香
」
と
と
も
に
腫
物
の
治
療
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。

（
18
）

　

茨
木
一
成
「
塩
湯
小
考
」（『
史
泉
』
十
八
号
）

（
19
）

　

北
村
彰
裕
「
中
世
に
お
け
る
温
泉
の
召
し
寄
せ
に
つ
い
て
」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
第

二
三
号
）

（
20
）

　

た
と
え
ば
、 『
中
右
記
』
永
久
二
（
一
一
一
四
）
年
七
月
十
八
日
条
に
は
、

行
向
按
祭
大
納
言
之
亭
見
二
禁
、
少
許
有
増
気
、
甚
不
便
事
也
、
従
去
晦
日
出
也
、

其
後
以
盛
説
令
針
数
度
、
逐
日
増
気
、
従
八
日
射
水
、
十
日
灸
冶
者
、
能
々
可
被

祈
祷
之
由
示
了
、

　

二
禁
に
対
し
、「
射
水
」
と
「
灸
治
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
中
右
記
』
保
安
元

（
一
一
二
〇
）
年
七
月
廿
二
日
条
の
民
部
卿
の
死
亡
記
事
に
は
、

　
　

丑
刻
許
横
河
阿
闍
梨
寛
澄
（
ィ
隆
）
差
使
者
告
送
云
、
民
部
卿
此
亥
刻
許
、
於
九
条

堂
薨
給
畢
者
、

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

而
従
去
永
久
四
年
十
月
飲
水
病
付
、
此
夏
背
灸
冶
、
去
月
廿
三
四
日
件
背
大
腫
、
是

灸
治
之
跡
存
腫
由
之
処
医
師
等
見
之
大
驚
、
是
腫
物
也
、
早
可
射
水
者
、
従
今
月
一

日
偏
存
二
禁
由
又
灸
治
、
而
遂
日
大
増
不
可
堪
也
、
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（
一
二

）

― 2 ―

　

と
あ
り
、「
腫
物
」
に
対
し
て
「
射
水
」
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

（
21
）

　

「
湯
治
」
の
為
の
薬
湯
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
以
上
の
ほ
か
に
、「
枸
杞
湯
」（『
後

二
条
師
通
記
』
寛
治
四
〈
一
〇
九
〇
〉
年
十
月
廿
九
日
条
）
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
の
他

に
何
種
類
か
を
ブ
レ
ン
ド
し
た
も
の
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。『
玉
葉
』
に
は
「
五
木
」（
治

承
五
年
閏
二
月
廿
八
日
条
、
文
治
三
年
三
月
七
日
条
、
文
治
五
年
八
月
卅
日
条
）
が
見

ら
れ
、『
民
経
記
』
貞
永
元
（
一
二
三
二
）
年
閏
九
月
五
日
条
に
は
「
三
木
一
草
薬
湯
」

な
る
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）

　

海
野
眞
「
中
世
に
お
け
る
湯
治
と
温
泉
信
仰
に
つ
い
て

│
摂
津
国
有
馬
温
泉
を
中

心
に
し
て

│
」（『
皇
學
館
論
叢
』
第
三
四
巻
第
一
号
）

（
23
）

　

牛
山
佳
幸
「
信
濃
温
泉
史
に
つ
い
て
の
雑
考
」（『
信
濃
』
第
五
七
巻
第
八
号
）

（
24
）

　

大
塚
武
夫
「
温
泉
療
養
す
る
官
人
」（『
日
本
社
会
史
研
究
』
第
三
二
号
）

（
25
）

　

前
掲
平
林
章
仁 

「
古
代
温
泉
利
用
考
」

（
26
）

　

『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
　

三
八
三

（
27
）

　

『
古
今
著
聞
集
』
六
一
「
解
脱
房
法
文
宗
義
を
談
ぜ
ざ
る
事
」
に
は
、

　
　
　

解
脱
房
遁
世
の
後
、
壷
坂
の
僧
正
の
も
と
に
、
湯
治
の
た
め
に
忍
て
湯
の
剋
限

を
待
程
、或
人
の
部
屋
に
立
か
く
れ
て
ゐ
た
り
け
る
に
、法
文
宗
義
を
談
じ
け
る
に
、

解
脱
房
忍
て
お
は
す
る
と
い
ひ
け
れ
ば
、
即
此
義
を
問
た
り
け
れ
ば
、
返
事
に
、

　
　
　
　

古
は
ふ
み
ゝ
し
か
ど
も
白
雪
の
深
き
道
に
は
跡
も
お
ぼ
え
ず

　
　

か
く
よ
み
て
こ
た
へ
た
り
け
り
。

と
あ
り
「
湯
の
刻
限
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
湯
の
剋
限
」
が
『
梁

塵
秘
抄
』
に
あ
る
よ
う
な
順
番
待
ち
の
こ
と
な
の
か
、
吉
時
を
え
ら
ん
だ
も
の
な
の
か

は
判
然
と
し
な
い
。

（
28
）

　

前
掲
海
野
論
文

（
29
）

　

「
遊
放
」
と
い
う
語
は
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
が
、『
明
月
記
』
嘉
禄
二（
一
二
二
六
）

年
八
月
十
二
日
条
に
は
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。    

　
　

或
人
云
、
去
比
頭
弁
納
涼
于
河
上
、
遠
江
国
司
又
遊
放
之
間
、
事
及
喧
嘩
、
大
丞

侍
被
切
本
鳥
、
秘
之
不
議
云
々
、
兵
衛
大
夫
重
幸
於
同
国
司
許
飲
酒
、
六
十
三
盃
、

金
卅
両
、
染
物
一
、
折
敷
預
之
云
々
、

　
　

又
説
非
河
上
、
松
尾
神
主
桂
川
作
私
屋
招
請
遊
宴
之
間
、
遠
州
来
射
犬
、
矢
及
私
屋
、

弁
乗
船
去
了
、
遠
州
制
私
屋
破
者
又
令
作
人
、
召
酒
食
宴
遊
、
煩
弁
料
儲
馬
奪
取
帰

云
々
、

　
　

事
件
そ
の
も
の
は
納
涼
の
場
で
の
喧
嘩
で
あ
り
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
頭

弁
が
遠
江
国
司
と
「
遊
放
」
し
て
い
る
場
で
「
飲
酒
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
違
う

説
で
は
「
遊
宴
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
遊
放
」
と
い
う
の
は
堅
苦
し
い

日
常
か
ら
解
き
「
放
」
た
れ
た
酒
宴
を
含
む
「
遊
」
び
の
空
間
と
で
も
言
う
べ
き
も
の

の
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
堅
苦
し
い
日
常
に
取
り
残
さ
れ
た
側
か
ら
は
「
浦
山

敷
者
也
」
と
い
う
声
が
漏
れ
る
の
で
あ
る
。

（
30
）

　

「
温
泉
は
お
寺
が
経
営
す
る
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
だ
っ
た
!?
」（『
歴
史
街
道
』
第
四
四
号
）

（
31
）

　

そ
の
後
の
有
馬
温
泉
に
つ
い
て
は
、
須
藤
宏
「
有
馬
温
泉
一
湯
・
二
湯
と
新
湯

│

湯
山
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
湯
屋
遺
構
に
関
連
し
て

│
」（『
温
泉
の
文
化
誌
』「
論
集
温

泉
学
①
」
所
収
）
に
詳
し
い
。 

（
追
記
）

※
本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
度
名
古
屋
学
院
大
学
研
究
奨
励
金
の
成
果
で
あ
る
。
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